
　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　本件控訴はいずれも棄却する。
　　　　　控訴費用は控訴人等の負担とする。
　　　　　本判決は被控訴人両名に対しそれぞれ金二十五万円の担保を供するとき
は仮に執行することができる。
　　　　　　　　　事　　　　実
　控訴人両名代理人は「原判決中控訴人等敗訴の部分を取り消す。被控訴人の請求
を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を、被
控訴代理人は主文第一、二項同旨の判決並びに仮執行の宣言を求めた。
　事実関係について、被控訴代理人は「被控訴人は昭和二十二年二月二十七日控訴
人Ａとの間において、被控訴人は控訴人Ａに対しその製材事業資金を必要の都度短
期融通する。利息は月一割乃至一割五分、弁済期は各貸付のときから一ケ月後とす
ることを約し、これに基く貸金債権の弁済を確保するために、控訴人Ａ所有の原判
決第一目録記載の建物（以下本件建物と称す）及び同第二目録記載の物件（以下本
件動産と称す）を譲渡担保として提供させた。すなわち被控訴人は控訴人から本件
建物及び本件動産の所有権移転を受け、かつその占有の移転をも受けた上同控訴人
において債務不履行のとき又は被控訴人の担保権侵害となる事由の生じたときは、
被控訴人の請求次第何時でも前記担保の目的物を被控訴人に引き渡す約の下に、更
に控訴人Ａに被控訴人のため代理占有をさせ、本件建物の所有権移転登記申請をな
すについて被控訴人Ａの代理人を選任し委任状に所有権移転登記申請に必要な事項
を記載して本件建物を被控訴人名義に所有権移転登記申請をなし得るように、控訴
人Ａの白紙委任状と印鑑証明書の交付を受けた。そしてなお控訴人Ａが弁済期に債
務の弁済をなさないときは、本件建物及び動産の価格を金三十万円に評価し代物弁
済としてその給付を受ける予約をした。被控訴人は以上の約定のもとに、即日金三
万円、同年三月一日金十三万五千円、同月十一日金十三万五千円、同月二十七日金
十万円、同年四月二十二日金五万円、同年七月一日金七万円、同月九日金十六万
円、同月十五日金十二万五千円、同年八月十五日金九万円、以上合計金八十九万五
千円を貸し付け、控訴人Ａは内金三十七万五千円の弁済をなし、結局金五十二万円
の未払債権を生じた。控訴人Ａは被控訴人の請求にもかかわらず右債務の弁済をし
ないので被控訴人は昭和二十二年九月頃控訴人Ａに対し代物弁済予約完結の意思表
示をなし、同月十九日大阪司法事務局上町出張所受付第九四九二号をもつて本件建
物について所有権移転登記手続をした。仮に右予約完結の意思表示が認められない
とすれば本訴において右意思表示をする。右のように被控訴人は代物弁済予約完結
の意思表示により本件建物及び動産の完全な所有権を取得したので所有権に基いて
本件建物の明渡及び本件動産の引渡を求める。仮に前記代物弁済の予約が認められ
ないとしても、控訴人Ａは被控訴人に対し前記貸金債務について不履行があり、か
つ本件建物及び本件動産を二重担保に入れ他より強制執行を受け被控訴人の担保権
を侵害されるおそれがあるから、予備的に前記譲渡担保契約に基いて控訴人Ａに対
し本件建物の明渡及び本件動産の引渡を求める。次に控訴会社は控訴人Ａの一族を
株主とし資本金十九万五千円、四分の一払込で設立された会社であるが、控訴人Ａ
は被控訴人が前記譲渡担保契約、代物弁済予約完結の意思表示によりその所有権を
取得した本件建物及び本件動産を昭和二十三年三月五日以降被控訴人に無断で使用
させ、現に控訴会社は何等の権限なくこれを占有している。よつて所有権に基いて
本件建物及び本件動産の引渡を求める。控訴人の主張事実は否認する。」と述べ、
控訴人両名代理人は「控訴人Ａ所有の本件建物につき被控訴人主張のような所有権
移転登記のなされていること、本件建物及び本件動産を控訴会社が現に占有してい
ることは認めるがその余の被控訴人主張事実は争う。控訴人Ａは被控訴人から金員
若干を借用するに当つて白紙委任状等を交付した事実はあるが、控訴人Ａの所有占
有する本件建物及び本件動産の所有権及び占有権を被控訴人に移転し、或いはこれ
をもつて被控訴人に対する債務の代物弁済をなすべき旨の予約をしたこともない。
そして前記委任状は本件建物の所有権移転登記手続のため被控訴人に交付したもの
ではないから、被控訴人がこれを濫用して右建物について所有権移転登記手続をし
ても無効である。本件建物について控訴人Ａから被控訴人に対し根担保的な意味に
おいて売渡担保としてその所有権の譲渡をしたことはない。控訴人Ａが被控訴人か
ら金百万円を借り受けたともに始めて売渡担保となすため、予め売渡証書及び白紙
委任状を被控訴人に預けておいたにすぎない。仮に根担保的売渡担保であるとして
も、控訴人Ａの負担した債務は元金三十六万円であり、而も利息は昭和二十四年三
月末日以降最高年一割を限度として計算すべきであるところ、被控訴人に対し昭和



二十四年九月二十五日代金三十四万八千二百円相当の材木を代物弁済として給付し
たから差引残元金約二万円とこれに対する年一割による債務を負担するにすぎない
のである。元来売渡担保は内外ともに所有権の移転の生ずることを約束するも、特
約のある場合の外、占有権の移転をなすものではないから、仮に本件不動産につい
て売渡担保として信託的に被控訴人が所有権を有するとしても、本件不動産の明渡
を求めることを得ないものである。」と述べた。
　証拠として、被控訴代理人は甲第一乃至九号証を提出し、原審並びに当審での証
人Ｂの証言、原審での被控訴本人の供述を援用し、控訴人両名代理人は原審証人
Ｃ、当審証人Ｄの各証言、原審並びに当審での控訴人本人兼控訴会社代理者本人の
各供述を援用し、甲号各証の成立を認めた。
　　　　　　　　　理　　　　由
　まず控訴人Ａに対する請求について考えてみる。
　成立に争いのない甲第一乃至九号証に、原審並びに当審証人Ｂ、原審での被控訴
人本人の各訊問の結果、原審証人Ｃの証言（一部）原審並びに当審での控訴本人兼
控訴会社代表者本人の各供述（一部）を綜合すれば、被控訴人は昭和二十二年二月
二十七日控訴人Ａにその経営する製材事業の資金として金五十万円前後を限度とし
て必要の都度短期融通することを承諾し、利息は一ケ月一割二分、弁済期は各貸付
のときから一ケ月後と定め、これに基いて控訴人Ａに対して有することあるべき貸
金債権の弁済を確保するため、根担保的譲渡担保として、控訴人Ａ所有の本件建物
及び本件動産の所有権を被控訴人に移転し、かつ右建物については被控訴人におい
て所有権移転登記をなし得るよう、控訴人Ａは白紙委任状印鑑証明書等を被控訴人
に交付し、本件動産については控訴人Ａはこれを被控訴人に引き渡し、被控訴人に
改めて本件建物及び本件動産の無償使用を許したこと、被控訴人は右消費貸借の予
約に基いて控訴人Ａに即日及びその後数回に亘つて金銭を貸し付け、結局最終弁済
期である同年九月十九日現在において金四十三万円の残元金債権を有し、その後控
訴人Ａはその支払をしていないことを認めることができる。控訴人両名は右認定に
反する主張をなし、殊に右譲渡担保の成立を否認し、控訴人Ａの被控訴人に対し負
担した債務は元金三十六万円であり、この元利金に対し材木を給付して三十四万八
千二百円の代物弁済をしたと抗争するが、控訴人等の主張に副うような原審証人Ｃ
の証言部分、原審並びに当審での控訴本人兼控訴会社代表者本人の供述部分は、前
掲各証拠に比照し信用しがない。
　ところで被控訴人は右譲渡担保契約を締結した際　控訴人Ａが貸金債務の弁済を
しないときは、本件建物及び動産の価格を合計金三十万円と評価し、右債務の代物
弁済とすべきことを予約したと主張するが、被控訴人の全立証によるも、右予約の
成立したことを認めるに足らないから、右予約の存在を前提とする被控訴人の請求
は、その余の争点について判断をなすまでもなく失当である。
　<要旨>しかしながら、譲渡担保を有する貸金債権者は、債務者が債務の弁済を怠
つたときは、反証のない限り、譲</要旨>渡担保の効力としてその担保物件を処分換
価する（その処分価格が債務額を超過するときは超過額を債務者に返還し、債務額
に不足するときは不足額を債務者に請求することができる）ため、担保物が動産で
あるときはその引渡を、不動産であるときはその所有権移転登記並びに明渡を請求
し得るものといわなければならない。
　右処分換価のため動産の引渡、不動産についての所有権移転登記請求をなし得る
ことについては論ずるまでもないであろう。不動産の処分換価のためその明渡を請
求し得るかについては少しく附言するに、不動産を処分すること自体は、その明渡
がない場合でも、できないことはないのであるが、明渡の有無によつて処分の難易
が著しく異なる（従つてその処分価格にも甚しい高低を生ずる）ことは公知の事実
であるから、換価を容易ならしめるために、債権者は不動産の明渡を請求し得るも
のと解するのが相当である。されば、反証のない本件においては、前段説明に照
し、控訴人Ａは被控訴人に対し、本件譲渡担保契約に基いて、本件建物の明渡及び
本件動産の引渡をなすべき義務があるものといわねばならない。控訴人Ａは本件建
物については被控訴人に占有権がないからその明渡請求は失当だと主張するが、右
主張は理由がない。
　次に控訴会社に対する請求について考えてみる。本件建物及び動産を控訴会社が
現に占有していることは控訴会社の認めて争わないところであり、被控訴人が控訴
人Ａから昭和二十二年二月二十七日本件建物及び動産の所有権の移転を受け、建物
については所有権移転登記、動産については占有の移転を受けたことは、前掲各証
拠によつて認められ、控訴会社の全立証によるもこの認定をくつがえすに足りない



から、本件建物及び動産を占有する正権限のあることについて主張立証のない本件
においては、控訴会社は被控訴人の所有権に基く右建物の明渡及び動産の引渡を拒
み得ないものといわねばならない。被控訴人は本件建物について占有権を有しない
から右建物の明渡は失当である、との控訴会社の主張は理由がない。
　されば、被控訴人の控訴人両名に対する本件建物の明渡及び本件動産の引渡の請
求を認容した原判決は相当であるから、民事訴訟法第三百八十四条、第八十九条、
第九十三条、第百九十六条を適用して主文のとおり判決する。
　（裁判長判事　田中正雄　判事　神戸敬太郎　判事　平峯隆）


